
内 閣 府 

平 成 2 8 年 １ 月 1 5 日 

内 閣 府 大 臣 官 房 

公 益 法 人 行 政 担 当 室 

 公益財団法人日本ライフ協会において、利用者の預託金の一部を流用し

ていたという問題に関し、行政庁（内閣総理大臣）は本日付けで、同法人

に対し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公

益認定法」という。）第 28 条第１項の規定による勧告を行いましたので、

公表します。 

 この勧告は、内閣府公益認定等委員会から行政庁（内閣総理大臣）に対して行われ

た同法 46 条第１項の規定による勧告に基づき行政庁（内閣総理大臣）が行うもので

す。 

詳細は、別添資料を御覧ください。 

【本件問合せ先】 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

黛、石塚 

ＴＥＬ：５４０３－９５３８(直通) 

ＦＡＸ：５４０３－０２３１ 

公益財団法人日本ライフ協会に対する勧告について 
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（公財）日本ライフ協会に対する勧告について 

１．事案の概要 

○ （公財）日本ライフ協会（以下「協会」）は、平成 22年７月１日に新制度の公

益財団法人として認定。 

○ 公益認定法は、公益法人に求められる基準として、「経理的基礎」（経理処理・

財産管理の適正性）(※)を定めている（同法第５条第２号）。 

○ 内閣府公益認定等委員会（以下「委員会」という。）は、法人の適正な業務運

営を確保する観点から、利用者からの預託金の流用等について、平成 27年３月

６日、同年８月６日及び同年 10月２日に 報告徴収（公益認定法第 27条第 1

項）を実施 した。 

協会は、これに対し、平成 27年４月２日、同年９月４日及び同年 11月５日に

報告書を提出した。 

○ 委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき協会に対し勧告を

行うことが適当と判断するに至り、平成 28年１月 15日付けで、委員会から行

政庁（内閣総理大臣）に対し勧告（同法 46条第１項）を実施 した。 

これを受けて、同日付けで、行政庁（内閣総理大臣）から協会に対し勧告

（同法第 28条第１項）を実施 した。 

（参考１：（公財）日本ライフ協会に係る事案をめぐる主な経緯） 

（参考２：公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等） 

２．勧告の概要（→別添：日本ライフ協会に対する勧告書全文） 

（勧告を行う理由）（→別添の別紙（委員会勧告書）参照） 

○ 協会は、「みまもり家族」事業等を実施している。

○ 「みまもり家族」事業中の「万一の時の支援」事業は、利用者からの預託金を

原資として実施するものである。 

○ 協会は、変更認定を受けることなく公益目的事業の内容を変更し、公益認定の

前提となっている三者契約（預託金を第三者である弁護士等が管理）ではなく、

二者契約（預託金を協会が直接管理）を締結し、その預託金を流用した結果、預

託金総額 883,761,410円のうち、274,122,941円の不足額を生じさせた。 

○ 協会は、預託金不足額の適切な回復計画を策定していない。
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○ 協会は、協会に計上されている 二者契約の預託金を保全・管理するための適

切な措置を講じていない。 

○ 協会は、利用者を保護するとともに公益認定法を遵守する観点から 二者契約

を三者契約に変更するための、具体的な措置を講じていない。 

○ 協会の執行部、理事会、監事及び評議会は、預託金不足について、是正する

ため適切に権限を行使しておらず、その果たすべき職務上の義務に違反するな

どの疑いがある。 

○ よって、協会において、公益目的事業を行うのに必要な 経理的基礎を有して

いること、現在の執行部を始めとする各機関が一般法人法その他の法令を遵守

し 適正に法人を運営すること、について疑いがある。 

（勧告において求められる措置） 

（１）経理的基礎を回復、確立するために以下の措置を講ずること。 

① 二者契約の預託金を早急に確保するための「回復計画」の策定

② 二者契約の預託金を保全・管理するための体制の確立（法人から独立し

た責任者の設置、運用管理規程の整備） 

③ 既存の二者契約を三者契約に変更する「変更計画」の策定

（２）執行部（代表理事、専務理事）、理事会、評議員会それぞれの責任を明らかに

し、事業を適正に運営する体制を再構築すること。 

（※）公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）（平成 20年４月（平成

25年１月改定）内閣府公益認定等委員会）（抜粋） 

○ 「認定法第５条第２号の「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、①財

政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性とする。」 

○ 「経理処理・財産管理の適正性」とは、「財産の管理、運用について法人の役員が

適切に関与すること、開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿を

備え付けること、不適正な経理を行わないこと（注）とする。」 

（注）「法人の支出に使途不明金があるもの、会計帳簿に虚偽の記載があるものその他の

不適正な経理とする。」 
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（参考１） 

（公財）日本ライフ協会に係る事案をめぐる主な経緯 

（平成 21年） 

・７月１日  一般財団法人として協会設立 

（平成 22年） 

・７月１日  公益財団法人として認定 

（平成 27年） 

・３月６日  委員会から協会に対して報告要求① 

・４月２日  協会から上記報告要求①に対する報告書提出 

・８月６日 委員会から協会に対して報告要求② 

・９月７日 協会から上記報告要求②に対する報告書提出 

・10月６日 委員会から協会に対して報告要求③ 

・11月７日 協会から上記報告要求③に対する報告書提出 
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報告徴収・立入検査 事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施（認定法第27条第1項）
※欠格事由に関する事項については行政庁が実施

命令
勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その

勧告に係る措置をとらなかったとき
→その勧告に係る措置をとるべき旨命令
（認定法第28条第3項） ※公示規定あり

【事前に弁明の機会の付与が必要（行政手続法）】

認定取消し
必要的取消し：欠格事由該当、命令違反等
任意的取消し：認定基準不適合、認定法

その他の法令違反
（認定法第29条第1項、第2項） ※公示規定あり
【事前に聴聞の実施が必要（行政手続法）】

行政庁に対する勧告
認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき
→勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて

内閣総理大臣に勧告（認定法第46条第1項）
※公表規定あり

又は

諮問
行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合

（委員会の勧告を受けて行う場合を除く）
（認定法第43条第1項第2号）

答申
（ ※公表規定あり ）

勧告
任意的認定取消事由（認定基準不適合、認定法
その他の法令違反）に該当すると疑うに足りる

相当な理由がある場合
→期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告
（認定法第28条第1項） ※公表規定あり

勧告・命令・認定取消しを行う場合は、
事前に以下のいずれかの手続が必要
（※欠格事由関係等、一部例外を除く）

公
益
認
定
等
委
員
会

行
政
庁
（内
閣
総
理
大
臣
）

公
益
法
人

（参考２）

公益法人の監督措置に係る手続の流れ
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄）

（平成十八年六月二日法律第四十九号）

（公益認定の基準）

第五条 行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」という ）の申請をした一般社団法人。

又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益

認定をするものとする。

一 （略）

二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであるこ

と。

三～十八 （略）

（変更の認定）

第十一条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなけ

ればならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

一 （略）

二 公益目的事業の種類又は内容の変更

三 （略）

２～４（略）

（報告及び検査）

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい

て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状

況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その

運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。

（勧告、命令等）

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う

に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置

をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内

容を公表しなければならない。

３ 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

４ 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。

５ （略）

（公益認定の取消し）

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り

消さなければならない。

一 第六条各号（第二号を除く ）のいずれかに該当するに至ったとき。。

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五

条第一項の認可を受けたとき。

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
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四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと

ができる。

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二 前節の規定を遵守していないとき。

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

３ （略）

４ 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

５～７（略）

（委員会への諮問）

第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項（第

二十九条第三項において準用する場合を含む ）の規定による許認可等行政機関の意見。

（第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く ）を付して、委員。

会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ

いては、この限りでない。

一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可

の申請に対する処分をしようとする場合（申請をした法人が第六条各号のいずれかに

該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否

する場合を除く ）。

二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し

くは第二項の規定による公益認定の取消し（以下「監督処分等」という ）をしよう。

とする場合（次に掲げる場合を除く ）。

イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに

該当するものである場合

ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一

項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ

うとする場合

ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

２ （略）

（委員会による勧告等）

第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定

に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、

公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す

るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同

条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定

の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

２・３（略）

（権限の委任等）

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号に掲げる

一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお

いて同じ ）を委員会に委任する。。

２ （略）
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